
議案第７号 

板橋区いじめ問題専門委員会規則の一部を改正する規則  

上記の議案を提出する。 

  令和６年３月７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

板橋区いじめ問題専門委員会規則の一部を改正する規則 

板橋区いじめ問題専門委員会規則（平成26年東京都板橋区教育委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「７人以内」を「１０人以内」に改める。 

 第４条第１項中「欠員が生じた場合の補欠委員」を「補欠の委員」に改める。 

 

付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

増加するいじめ重大事態調査に対応するため、委員の定員を 7 人以内から１

０人以内に増員するとともに、委員の任期の規定について必要な文言修正を行

う 



 

板橋区いじめ問題専門委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○板橋区いじめ問題専門委員会規則 

平成26年９月30日東京都板橋区教育委員会規則第８号 

 

第１条から第３条まで（略） 

 

（組織） 

第３条 専門委員会は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する委

員をもって組織する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 法律、心理、医療、福祉等に関する専門的な知識を有する者 

２ 前項の委員の総数は、１０人以内とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、教育委員会は、必要と認める者を委員として委嘱し、

又は任命することができる。 

○板橋区いじめ問題専門委員会規則 

平成26年９月30日東京都板橋区教育委員会規則第８号 

 

第１条から第３条まで（略） 

 

（組織） 

第３条 専門委員会は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する委

員をもって組織する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 法律、心理、医療、福祉等に関する専門的な知識を有する者 

２ 前項の委員の総数は、７人以内とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、教育委員会は、必要と認める者を委員として委嘱し、

又は任命することができる。 

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員             

の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、前条第３項の規定により委嘱し、又は任命する委員の任

期については、教育委員会が別に定める。 

 

第５条から第１２条まで（略） 

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、前条第３項の規定により委嘱し、又は任命する委員の任

期については、教育委員会が別に定める。 

 

第５条から第１２条まで（略） 

 

 


